
令和6年3月25日作成

　　令和５年度　　社会福祉法人に対する指導監査結果について

法人名 社会福祉法人  姫路尚歯会(法人番号7140005014454)

令和5年12月22日監査実施日

文書による指摘事項の有無 有

文書による指摘内容 改善状況

　以下の事項について、改善すること。
・理事長補佐として、「理事長専決及び理事長補佐の執行業務に関する規
程」に定められた範囲で業務執行権限を有する理事がいるが、法人定款に
は、理事長補佐の役職について規定されていない。社会福祉法人定款例（厚
生労働省作成）を参考に、法人定款に、理事長補佐の設置、選任解任及び業
務執行報告等を規定し、定款変更認可申請手続きを行うこと。
・令和５年６月の理事・監事選任の際、理事長の選定及び就任承諾は理事会
において行われていたが、理事長補佐の選定及び就任承諾は行われていな
かった。理事長補佐についても理事会で選定を行い、就任承諾については理
事会の議事録に記録するか、就任承諾書を徴して保管するかにより明確にし
ておくこと。なお、理事長以外の理事であって、理事会の決議によって社会
福祉法人の業務を執行する理事として選定されたものは、三か月に一回以
上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないことに留意
すること。ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報
告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りではない。

1 改善済

令和6年3月22日現在


